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共同住宅・長屋の駐車施設の確保に関する事前協議 
 

神戸市建築住宅局建築指導部建築調整課 

 

敷地外での駐車施設の確保、基準の緩和の適用については、個々の案件ごとの判断となります。 

指定建築物建築届の提出前に、建築調整課へ相談のうえ、事前協議書を提出してください。 

 

 

手続きの流れ 

①相談 

敷地の状況、建築計画の内容等が分かる資料を用意し、建築調整課へ相談してください。 

↓ 

②事前協議書の提出 

相談の結果、敷地外での駐車施設の確保又は基準の緩和の適用を認める場合は、事前協議書を提出

していただきます。 

↓ 

③審査 

添付図書に不備がないかなどを審査します。 

↓ 

④手続完了 

通知書を交付します。 

↓ 

⑤指定建築物建築届の提出 

交付した通知書を添付してください。 

 

 

協議に必要な図書 

協議に必要な図書は下記のとおりです。 

 

◇ 駐車施設の確保に関する事前協議書 

（別記様式第１号） 

・「事前協議書一括作成エクセル」で作成してください。 

・様式は、神戸市ホームページ「共同住宅・長屋の駐車

施設に関する特例」よりダウンロードできます。  ◇ 駐車施設の確保に関する基準・チェック

シート 

 

（次ページに続きます） 

https://www.city.kobe.lg.jp/a81944/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/procedure/shiteiken_tokurei.html
https://www.city.kobe.lg.jp/a81944/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/procedure/shiteiken_tokurei.html
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◇ 付近見取図 ・計画建築物の敷地を明示してください。 

・敷地外に駐車施設を設ける場合は、敷地外駐車施設の

位置と当該建築物の敷地との距離を明示してくださ

い。 

◇ 敷地の周囲の状況が分かる写真 ・敷地に接する道路の状況、地盤面の高低差等が分かる

ものとしてください。 

◇ 建築計画の概要が分かる図書  

  配置図 ・敷地内における各建築物の位置、地盤の高さ、駐車施

設の設置状況、擁壁その他の敷地の状況、敷地に接す

る道路の位置及び幅員を明示してください。 

  平面図 ・住戸専用面積が40㎡以上と40㎡未満、それぞれの戸数

が分かるものとしてください。 

  立面図  

  その他 ・「にぎわいを形成する用途」や「都心機能の活性化に資

する用途」を設けることを理由とする場合は、当該用

途の概要が分かる図書を求める場合があります。 

◇ 敷地外に設ける駐車施設の詳細が分か

る図書 

・敷地外に駐車施設を設ける場合に必要です。 

・敷地外に設ける駐車施設の区画などが特定できる資料

や写真を添付してください。 

◇ 敷地外に設ける駐車施設の契約書の写

し又はそれに代わる図書 

・敷地外に駐車施設を設ける場合に必要です。 

・建物完成時に駐車施設が利用可能であることが確認で

きるものとしてください。 

◇ 計画建築物の利用形態及び管理形態が

分かる図書 

・高齢者向け住宅や社員寮・学生寮など、「利用形態及び

管理形態」を理由とする場合に必要です。 

例）入居条件や管理形態等がわかる資料、使用規則、

類似の住宅の駐車施設利用実績 など 

◇ 委任状 ・代理者が手続きをされる場合は添付してください。 

・協議書に記載の代理者以外の方が手続きをされる場合

は、復委任状も必要です。 

・作成した日付、委任者（建築主）の住所・氏名、代理

者の住所・氏名、委任事項を明示してください。（任意

様式、押印不要） 

◇ その他 ・上記のほか、必要な図書を求める場合があります。 

 


